
   
１１０４ 関税の課税標準 

 
 
貨物を輸入しようとするときには、原則として関税、内国消費税及び

地方消費税が課税されますが、この場合の、税額を算定するときの基礎

となるものを課税標準と呼び、課税する割合を税率といいます。 
関税は、原則として、輸入申告時の貨物の価格又は数量を課税標準と

して課すると定められています。 
課税標準が価格によるものを従価税品、課税標準が数量によるものを

従量税品といいます。また、価格・数量の双方を課税標準とするものを

従価従量税品といいます。 
課税標準となる価格は課税価格といいます。課税価格の算出方法につ

いては、1403 原則的な課税価格の決定方法をご覧ください。 
 

（関税法第３条、第４条、同法施行令第５９条の２、関税定率法第３条、

第４条～第４条の８） 
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